
 

事 務 連 絡  

令和８年４月１日  

 

 

各市区町村 

  ローカル 10,000 プロジェクト担当課 御中 

  

 

総務省地域力創造グループ地域政策課   

 

 

ローカル 10,000 プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） 

に係る事業の募集について（令和８年度分） 

 

日頃より地域活性化の推進のため、格別のご高配とご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

総務省では、地域の資源と資金を活用した地域課題の解決に資する創業・新規事業

を支援し、地域の経済循環を創出・拡大させるため、「ローカル 10,000 プロジェクト」

を活用する事業を含め、事業立ち上げの各段階に応じて支援する「ローカルスタート

アップ支援制度」により、地域でのスタートアップを幅広く支援しております。 

このたび、下記のとおり事業を募集いたしますので、ローカルスタートアップの推

進・地域経済循環の創造に向け、積極的な活用をご検討いただけますと幸いです。 

 ローカル 10,000 プロジェクト担当課におかれては、庁内部局や制度利用を希望す

る事業者等に周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１．ローカル 10,000 プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）について 

産官学金の連携により地域の資源と資金を活用した地域密着型の新規事業の立ち

上げを支援する「ローカル 10,000 プロジェクト」について、以下のとおり事業を募

集いたします。 

応募の際は、都道府県市区町村担当課にもあわせて情報共有をお願いいたします。 

なお、事前相談制を取っていますので、活用を予定している団体におかれましては

締め切り直前ではなく可能な限り早期に一度ご連絡ください。 

 

（１）提出書類（事業毎に調製願います。） 

①地域経済循環創造事業実施計画書（以下「実施計画書」という。）。 

※ 実施計画書別記様式第１号－１及び第１号－２を提出すること。 

②交付対象経費の根拠となる見積書 



③事業概要ポンチ絵 

※以下の書類は必要に応じてご提出ください。 

・事業実施期間が２年の場合：交付金申請調書（要綱別記様式第１号 別紙１）  

  ・事前着手を行う場合：交付決定前着手届出（要綱別記様式第２号） 

・その他応募事業に係る説明資料 

※ 要綱別記様式第１号（以下「交付申請書」という。）については、実施計

画書の審査後に提出していただくこととします。 

 

（２）提出期限 

令和９年３月３１日（水）まで、随時受付 

※ 提出のあったものから順次確認・審査を行います。 

※ 交付決定は予算の範囲内で行いますので、申請状況によっては受付を停

止する場合があります。 

 

（３）提出方法及び提出先 

   電子データによる。 

（提出先）総務省地域力創造グループ地域政策課：chisei@soumu.go.jp 

※ 送付する電子データが大容量となる場合は、送付方法をご案内しますので

別途ご連絡ください。 

 

（４）標準スケジュール 

 ・事業実施計画書等の提出（①） 

 ・総務省による確認、国の外部有識者による審査（①の翌月～） 

 ・審査の結果、採択となった事業について内示（①の翌々月中旬） 

 ・申請団体から交付申請書提出（①の翌々月中旬） 

 ・総務省から交付決定（①の翌々月下旬） 

 ※ 審査状況等によって、標準スケジュールより遅くなる場合があります。 

 

（５）その他 

・「ローカル 10,000 プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）令和８年度に

おける制度改正について」（令和７年 12 月 26 日付け事務連絡）（別添）にてお

知らせしたとおり、令和８年度から制度改正していますのでご留意ください。 

・事前相談制を取っていますので、申請を予定している団体におかれましては可能

な限り早期に一度ご連絡ください。 

・以下の URL（総務省 HP 内）において、本事業についての概要や優良事例等掲載し

ております。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-

gyousei/local10000_project.html 

 

 



２．関連施策 

（１）ローカル 10,000 プロジェクト（地方単独事業）について 

   ローカル 10,000 プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）に準じて、市

町村が地方単独事業として、民間事業者の初期投資費用に対して市町村が金融機

関等の融資等と協調して公費により支援する場合、その必要となる経費について

特別交付税措置を講じています。 

   また、「ローカルスタートアップ支援制度推進要綱（令和６年３月２９日（総行

政第７９号）制定、令和７年３月３１日（総行政第６４号）一部改正）」に記載し

た特別交付税措置について、毎年度、12 月に当該年度に係る経費の交付決定がな

される予定であり、総務省に報告時点で見込額を報告する場合は、把握可能な適

切な額をご報告ください。算定様式等は、「特別交付税の額の算定に用いる基礎

数値照会」でお示しいたします。 

なお、特別交付税措置は、産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号）第 127

条第 1 項に基づく創業支援等事業計画を作成済又は策定中の団体が対象となりま

すので、ご留意願います。 

 

（２）ローカルスタートアップ（ローカル 10,000 プロジェクト除く。） 

   地域資源を活用し地域課題の解決に資する地域密着型事業の創業を支援する

ため、民間事業者のローカルスタートアップの企画・準備の各段階において市町

村が公費により支援する場合、その必要となる経費について特別交付税措置を講

じています。 

   ローカルスタートアップ支援制度推進要綱に基づき、積極的な活用をご検討い

ただきたく存じます。 

   また、同要綱に記載した特別交付税措置について、毎年度、12 月に当該年度に

係る経費の交付決定がなされる予定であり、総務省に報告時点で見込額を報告す

る場合は、把握可能な適切な額をご報告ください。算定様式等は、「特別交付税の

額の算定に用いる基礎数値照会」でお示しいたします。 

なお、特別交付税措置は、産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号）第 127

条第 1 項に基づく創業支援等事業計画を作成済又は策定中の団体が対象となりま

すので、ご留意願います。 

 

【連絡先】 

（制度や申請手続・スケジュールのお問合せ） 

問合せ専用ダイヤル（平日 9:30～18:00） 

  050-5575-5075 ※令和７年度と番号が異なります 

（そのほかのお問合せ） 

 総務省地域力創造グループ地域政策課 

  伊藤係長、栗田事務官、山下事務官、室伏事務官 

 電話：03-5253-5523 メール：chisei@soumu.go.jp 



事 務 連 絡 

令和７年 12 月 26 日 

各市区町村 

ローカル 10,000 プロジェクト担当課 御中

総務省地域力創造グループ地域政策課 

ローカル 10,000 プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）

令和８年度における制度改正について 

日頃より地域活性化の推進のため、格別のご高配とご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

総務省が推進している、産官学金の連携により地域の資源と資金を活用した地域密

着型の新規事業の立ち上げを支援する｢ローカル 10,000 プロジェクト｣について、令

和８年度から下記のとおり制度改正を予定しています。 

ローカル 10,000 プロジェクト担当課におかれては、庁内部局や制度利用を希望す

る事業者等に周知いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、ローカル 10,000 プロジェクトの推進に関する国の予算額としては、令和７

年度補正予算で 21.2 億円（前年度補正予算＋0.1 億円）、また、本日閣議決定された

令和８年度当初予算案で 6.7 億円（前年度当初予算＋0.5 億円）を計上しております

ので、ローカルスタートアップの推進・地域経済循環の創造に向け、積極的な活用を

ご検討いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 令和８年度における制度改正概要 

（１）「公費による助成」について 

①物価高騰を踏まえた上限額の引き上げ

物価高騰の影響を踏まえ、公費（国費＋地方費）による助成の上限額について、

原則 3,000 万円に引き上げる（現行：原則 2,500 万円）。 

②融資額等と公費助成額の比率に応じた上限額のかさ上げ措置の見直し

地域金融機関による融資等の額 （以下、「融資額等」という。）と公費による助

成の額 （以下、「公費助成額」という。）の比率に応じた上限額のかさ上げ措置に

別添

佑哉 有馬
長方形



ついて、より大きな融資を引き出して地域経済循環を一層推進するため、上限額

を次のとおりとする。 

融資額等と公費助成額の割合 公費助成額の上限額 

融資額等が公費助成額の同額以上２倍未満 3,000 万円 

同 ２倍以上３倍未満 4,000 万円 

同 ３倍以上４倍未満 5,000 万円 

同 ４倍以上 5,500 万円 

（２）「重点支援分野」について 

公費助成額のうち国費の割合（原則 1/2）がかさ上げとなる「重点支援分野」

と、それぞれの分野における国費の割合は、次のとおりとする。 

事業 国費の割合 

地域脱炭素の推進に関連する事業 3/4 

地域の女性や若者の活躍に関連する事業 3/4 

（３）適用時期

本改正は、令和８年４月１日以降に交付申請(※)を行う事業から適用する。

ただし、令和７年度中に所定の事業実施計画書等が総務省に提出され、国の外

部有識者の審査等のスケジュールの都合上、交付申請が令和８年４月１日以降と

なる事業については、改正により公費による助成の上限額が下がる場合に限り、

経過措置として従前の上限額を適用する。 

※交付申請：事業計画書の審査の後、「地域経済循環創造事業交付金交付要綱」

に基づき、地域経済循環創造事業交付金の交付について申請を行うもの。 

２ 参考資料 

 ・ 「ローカル 10,000 プロジェクト令和８年度制度改正について」（別添） 

【連絡先】 

（制度や申請手続・スケジュールのお問合せ） 

問合せ専用ダイヤル ※平日 9:30～18:00 

050-3526-1422

（そのほかのお問合せ） 

総務省地域力創造グループ地域政策課 

 伊藤係長、有馬事務官、長谷川事務官 

電話：03-5253-5523 メール：chisei@soumu.go.jp 



ローカル10,000プロジェクト
令和８年度制度改正について（公費助成の上限額等の⾒直し）

○ 物価⾼騰の影響を踏まえ、公費（国費＋地⽅費）による助成の上限額を増（原則2,500万円→3,000万円）
○ 「融資／公費」⽐率に応じた上限額のかさ上げ措置について、より⼤きな融資を引き出して地域経済循環を⼀層推進するため、
「融資／公費」⽐率と公費助成の上限額を⾒直し（最⾼5,000万円→5,500万円）

○ 国費の交付率がかさ上げ（原則1/2→3/4）となる「重点⽀援分野」は、「地域脱炭素」、「若者・⼥性活躍」
○ 本制度改正は、令和８年４⽉１⽇以降の交付申請※１事業から適⽤※２

※１ 事業実施計画書の審査後、交付要綱に基づいて⾏う申請
※２ 既に融資額の調整・⾃治体の予算化が進んでいる案件を考慮し、令和７年度中に所定の事業実施計画書が総務省に提出された場合には、

制度改正により助成額が引き下がらないよう、交付申請が令和８年度となっても、従前の上限額を適⽤（「融資／公費」⽐率1.5倍〜３倍の区分）

地域⾦融機関による融資等
（原則、無担保融資）

⾃⼰
資⾦等公費（国費＋地⽅費）による助成

公費助成の
上限額融資／公費

5,500 万円４倍 〜
5,000 万円３倍 〜
4,000 万円２倍 〜
3,000 万円１倍 〜

（現⾏） （改正後）

「融資／公費」⽐率と
公費助成の上限額を⾒直し

最⾼5,000万円→5,500万円

公費助成の上限額を増
原則2,500万円→3,000万円

公費助成の
上限額融資／公費

5,000 万円２倍 〜

3,500 万円1.5倍 〜

2,500 万円１倍 〜

上
限
額
भ
ऊ
औ
上
ऑ

上
限
額
भ
ऊ
औ
上
ऑ

別添



＜参考＞
ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付⾦）の推進

¼ 特別交付税
½ 国費

¼ 実質的な地⽅負担

⺠間事業者等の初期投資費⽤（施設整備・改修費、機械装置費、備品費等）

⾃⼰
資⾦等

公費による助成

国費

地域⾦融機関による融資等※１
（原則無担保※２）

地⽅費 ※１ 地域活性化ファンドによる出資、⺠間クラウドファンディング、ふるさと融資を含む
※２ 交付⾦事業により取得する財産には担保設定可能

事業スキーム

助成上限額（⾃治体→事業者）
公費による助成上限額融資／公費

5,500万円4倍〜

5,000万円3倍〜

4,000万円2倍〜

3,000万円1倍〜

●交付⾦の申請主体は⾃治体（都道府県・市区町村）
●施設整備・改修費、備品費も対象
●補助上限額は最⼤5,500万円（⼤規模事業対応可）
●全ての産業分野で活⽤可能
●申請は随時受付

P O I N T

R8当初予算額案 6.7億円
R7補正予算額 21.2億円

（R7当初予算額 6.2億円）

○ 産官学⾦の連携により、地域の資源と資⾦を活⽤した地域密着型事業の創業・第⼆創業・新規⽴ち上げを⽀援
○ ❶地域密着型（地域資源の活⽤） ❷地域課題への対応 ❸地域⾦融機関による融資等 ❹新規性（新規事業）❺モデル性

の要件について、国の有識者審査を経て該当すると認められた事業が対象

R8拡充 交付率（国→⾃治体）
・原則、公費の1/2
・条件不利地域

財政⼒0.25〜0.5 2/3
財政⼒0.25未満 3/4

・重点⽀援分野 3/4
（地域脱炭素、若者・⼥性活躍）




